
内 円 円 円 内 円

円 人 人 人 内 人 人 人

円 内 円 円 円 円

円 円 円 円 円

年 月 日 円

円 年 月 日 円

円 円 円

円 円

7 6 5 4

（
市
区
町
村
提
出
用

）

　◆長女（特定親族）：松浦 一恵（平成18年7月1日生まれ・19歳）　令和7年中給与収入1,250,000円（＝所得金額600,000円）

昭和 56

年 月 日

7 17

令和７年度税制改正による変更点については裏面へ

7

住所（居所）
又は所在地 　松浦市志佐町里免３６５番地１

氏名又は名称 　株式会社　松浦市役所
（電話） 　0956-72-1111

3 2 1 0 9 8
支

　

払

　

者

個人番号又は
法人番号 9 8

勤

労

学

生

個人番号

元号就職 退職 年 月 日

中 途 就 ・ 退 職 受　給　者　生　年　月　日

氏名

個人番号

区

分
5

未

成

年

者

外

国

人

死

亡

退

職

災

害

者

乙

欄

本人が障害者

寡

婦

ひ

と

り

親

5

（フリガナ）

氏名

特

別

そ

の

他

氏名 氏名

個人番号 個人番号

区

分

4

（フリガナ）
区

分
4

（フリガナ）
区

分

（フリガナ）

6人目以降の16歳未満の扶養
親族等の個人番号個人番号 個人番号

区

分氏名 氏名
3

（フリガナ）
区

分
3

2

（フリガナ） マツウラ　ツギコ
区

分
2

個人番号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 5

氏名 松浦　次子 氏名

（フリガナ）
区

分

個人番号

（フリガナ）

4 5 6 7 8 9 7 8 9

（フリガナ） マツウラ　イチロウ
区

分

3 4 5 61 4 個人番号 0 1 2 1 6

680,000 所得金額
調整控除額8 9 1 3

控

除

対

象

扶

養

親

族

1

（フリガナ） マツウラ　カズエ
区

分 10 6人目以降の控除対象扶養
親族の個人番号氏名 松浦　一恵 氏名 松浦　一朗

個人番号 0 1 2 3

1

6

歳

未

満

の

扶

養

親

族

1

(源泉・特別)

控除対象

配偶者

（フリガナ） マツウラ　ハナコ
区

分 配偶者の
合計所得

個人番号 0 1 2 3 4 5 6 7

750,000

国民年金保険
料等の金額

旧長期損害
保険料の金額 100,000

氏名 松浦　花子

基礎控除の額

住宅借入金等
年末残高（1回目） 15,000,000

住宅借入金等
特別控除可能額 150,000 居住開始年月日

（2回目）
住宅借入金等特別
控除区分（2回目）

住宅借入金等
年末残高（2回目）

住宅借入
金等特別
控除の額
の内訳

住宅借入金等
特別控除適用数 1 居住開始年月日

（1回目） 30 7 1 住宅借入金等特別
控除区分（1回目） 住（特）

（摘要）

生命保険料の
金額の内訳

新生命保険料
の金額 84,000 旧生命保険料

の金額 30,000 介護医療保
険料の金額 12,000 新個人年金

保険料の金額 28,000 旧個人年金
保険料の金額 121,000

従人

1
有 従有

380,000

障　害　者　の　数
（ 本 人 を 除 く。 ）

非居住者
である

親族の数老人
特　　別 その他

給与等 5,000,000 3,560,000 2,737,000 0

 (源泉)控除対象
配偶者の有無等

配 偶 者( 特 別)
控  除  の  額

控　除　対　象　扶　養　親　族　の　数
（　　配　　偶　　者　　を　　除　　く　　。　）

16歳未満
扶養親族

の数

種　　　　　　　　別 支　　払　　金　　額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源　泉　徴　収　税　額

7 8 9 1 2
支　払
を受け
る　者

※区分
（受給者番号）

住

所 　松浦市志佐町里免３６５番地２

（個人番号）
0

マツウラ　タロウ

　　　　　松浦　太朗

給
与
支
払
報
告
書

（
個
人
別
明
細
書

）

(役職名)

氏

　

名

（フリガナ）

1 2 3 4 5 6

1 1

従人 内 人 人 従人

　◆妻：松浦 花子（昭和56年10月1日生まれ・44歳）　令和7年中給与収入1,400,000円（＝所得金額750,000円）

　◆二女（一般扶養親族）：松浦 次子（平成21年8月1日生まれ・16歳）　高校生

　◆長男（年少扶養親族）：松浦 一朗（平成24年9月1日生まれ・13歳）　中学生

8
※ ※種　　別 ※整　理　番　号 ※

○　令和７年分給与支払報告書の記載例

《例》　松浦 太朗（昭和56年7月1日生まれ・44歳）

◇給与支払額5,000,000円、社会保険料等支払額550,000円

◇新生命保険料の金額84,000円、旧生命保険料の金額30,000円、介護医療保険料の金額12,000円、新個人年金保険料の金
額28,000円、旧個人年金保険料の金額121,000円、地震保険料（旧長期損害保険料に相当）支払額100,000円

◇住宅ローン控除額150,000円（平成30年7月1日居住開始）

◇妻は配偶者特別控除該当、長女・長男は扶養親族該当

住宅借入金等特別控除の額

41,150

地震保険料の控除額

15,000102,000

生命保険料の控除額社会保険料等の金額

550,000630,000

特定親族特別控除の額

特　　　定 老　　　人 その他 特親

年末調整時に控除した金額（この例の

場合、住宅ローン控除前の算出税額

41,150円となります）を記入してください。

新旧生命保険料・介護医療保険料・新旧個人年金保険料の金額がある場合は、

それらの支払額を必ず記入してください。

記載がない場合、市県民税において控除額を正しく計算できない場合があります。

住宅ローン控除額総額を記入してください。居住開始年月日も忘れずに記入してください。

＝妻・花子の配偶者特別控除の額

＝二女・次子 ＝長男・一朗

従業員の方の個人番号（マイナンバー）を

必ず記入してください。

（源泉・特別）控除対象配偶者・扶養親族

の氏名および個人番号を、該当する欄に

分けて記入してください。

給与支払者の方の法人番号または個人番号を、

右詰めで記入してください。

＝妻・花子の

所得金額

＝長女・一恵

地震保険料控除額に旧長期損害保険料を含めて計算している場合は、

それらの支払額を必ず記入してください。

記載がない場合、市県民税において控除額を正しく計算できない場合があります。



内 円 円 円 内 円

円 人 人 人 内 人 人 人

円 内 円 円 円 円

円 円 円 円 円

年 月 日 円

円 年 月 日 円

円 円 円

円 円

●「控除対象扶養親族等」欄の「区分」欄に、国内居住実態および控除額に応じて、上表のとおり数字を記入してください。

※親族の合計所得金額が58万円以下の場合は扶養控除の対象となります。
　（年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。）

61

51

41

31

21

11

71

91

81

63万円

3万円

6万円

11万円

21万円

31万円

41万円

51万円

61万円

10

20

30

40

50

60

70

80

90

48万円超　133万円以下
（103万円超　201万5,999円以下）

住所（居所）
又は所在地

勤労学生 85万円以下（150万円以下） 75万円以下（130万円以下）
氏名又は名称

（電話）

配偶者特別控除の対象となる配偶者
58万円超　133万円以下

（123万円超　201万5,999円以下）

支

　

払

　

者

個人番号又は
法人番号

7 58万円以下
（123万円以下）

48万円以下
（103万円以下）

元号 年 月 日

扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の成型を一にする子

受　給　者　生　年　月　日

④　扶養親族等の所得要件の改正
区

分

災

害

者

乙

欄

本人が障害者

寡

婦

ひ

と

り

親
日

勤

労

学

生

中 途 就 ・ 退 職

特

別

そ

の

他

就職 退職

（
市
区
町
村
提
出
用

）

氏名 氏名

個人番号個人番号

年 月

未

成

年

者

外

国

人

死

亡

退

職

5

（フリガナ）
区

分
5

個人番号

（フリガナ）

氏名 氏名

個人番号

4

（フリガナ）
区

分
4

（フリガナ）

【所得要件】

扶養親族等の区分
所得要件（収入が給与だけの場合の収入金額）

改正後 改正前

（185万円超　188万円以下）

個人番号

区

分

6人目以降の16歳未満の扶養親
族等の個人番号個人番号 個人番号

区

分
3

（フリガナ）
区

分氏名
3

（フリガナ）

氏名

氏名 110万円超　115万円以下 （175万円超　180万円以下）2

（フリガナ） （170万円超　175万円以下）

（180万円超　185万円以下）

120万円超　123万円以下

105万円超　110万円以下

6人目以降の控除対象扶養
親族の個人番号

95万円超　100万円以下 （160万円超　165万円以下）

115万円超　120万円以下

区

分

氏名 氏名

100万円超　105万円以下 （165万円超　170万円以下）

1

6

歳

未

満

の

扶

養

親

族

1

（フリガナ）

（フリガナ）
区

分

個人番号個人番号

控

除

対

象

扶

養

親

族

1

（フリガナ）
区

分

2

区

分氏名

個人番号

（123万円超　150万円以下）
氏名

85万円超　  90万円以下 （150万円超　155万円以下）
基礎控除の額

所得金額
調整控除額

国民年金保険
料等の金額

旧長期損害
保険料の金額

58万円超　  85万円以下

90万円超  　95万円以下 （155万円超　160万円以下）

(源泉・特別)

控除対象

配偶者

（フリガナ）

区

分 配偶者の
合計所得

個人番号

特定親族の合計所得金額
（収入が給与だけの場合の収入金額）

区分
（居住者）

区分
（非居住者）住宅借入金等

特別控除可能額
居住開始年月日

（2回目）
住宅借入金等特別

控除区分（2回目）

住宅借入金等

年末残高（2回目）

特定親族特別控除額
住宅借入
金等特別
控除の額
の内訳

住宅借入金等
特別控除適用数

居住開始年月日
（1回目）

新個人年金
保険料の金額

旧個人年金
保険料の金額 ③　特定親族特別控除の創設（年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人が対象）

生命保険料の
金額の内訳

新生命保険料
の金額

旧生命保険料
の金額

介護医療保
険料の金額

住宅借入金等特別
控除区分（1回目）

住宅借入金等
年末残高（1回目）

その収入金額×40％－10万円

180万円超　190万円以下　　 その収入金額×30％＋  8万円

改正後 改正前

162万5,000円以下

65万円

55万円

給与の収入額
給与所得控除額生命保険料の控除額 地震保険料の控除額 住宅借入金等特別控除の額

（摘要）

162万5,000円超　180万円以下 　　

特定親族特別控除の額 社会保険料等の金額

有 従有 従人 内 人 人 従人

【給与所得控除額（改正された範囲）】　

老人
特　　　定 老　　　人 その他 特親 特　　別 ②　給与所得控除の見直し従人

 (源泉)控除対象
配偶者の有無等

配 偶 者( 特 別)
控  除  の  額

控　除　対　象　扶　養　親　族　の　数
（　　配　　偶　　者　　を　　除　　く　　。　）

16歳未満
扶養親族

の数

障　害　者　の　数
（ 本 人 を 除 く。 ）

その他

給与等 489万円超　655万円以下 （665万5,556円超　　 　850万円以下） 63万円

種　　　　　　　　別 支　　払　　金　　額 給与所得控除後の金額 所得控除の額の合計額 源　泉　徴　収　税　額
336万円超　489万円以下

95万円

48万円

132万円超　336万円以下 （200万3,999円超　475万1,999円以下） 88万円

58万円
（475万1,999円超　665万5,556円以下） 68万円

58万円非居住者
である

親族の数

655万円超　2,350万円以下 （850万円超　 　 2,545万円以下）

改正後
改正前給

与
支
払
報
告
書

（
個
人
別
明
細
書

）

(役職名)
令和７・８年分 令和９年分以後

氏

　

名

（個人番号）

（フリガナ）

132万円以下 （200万3,999円以下）

支　払
を受け
る　者

※区分
（受給者番号）

合計所得金額
（収入が給与だけの場合の収入金額）

基礎控除額

住

所

※年末調整の前に、国税庁ホームページ「年末調整がよくわかるページ」にて最新情報を必ず確認してください※　 ●令和７年度税制改正による変更点（基礎控除の見直し等）

①　基礎控除の見直し
8

※ ※種　　別 ※整　理　番　号 ※

　　下表のとおり、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。

②

④

③

③

①

④

③


